
  

  

ひとりひとりの家計の悩みに応じた解決策を、ファイナンシャル・プラン

ニング技能士等の資格を持つ家計改善支援員が一緒に考え、家計の立て

直しのお手伝いをします。 

まずはご相談ください。 

 

家計の見直し 

滞納の解消や各種給付制度等の利用に向けた支援 

債務整理の支援（法テラス等への同行も行います） 

 

相談日：毎週水曜日 午前９時～午後５時 

※事前予約制 

 

相談場所：朝霞市役所 地域共生社会課（１階１３番窓口） 

 

朝霞市 家計改善支援事業 

家計の悩み 

ひとりで悩んでいませんか？ 

公共料金や家賃などが 

後回しになっている… 

 

©朝霞市ぽぽたん 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【予約・お問い合わせ先】 

朝霞市役所 地域共生社会課 福祉相談支援係 

電話 ０４８－４２３－５０８２（直通） FAX ０４８－４６３－１０２５ 

メール tiikikyousei@city.asaka.lg.jp 

借金の返済が 

できない… 

生活費が 

いつも足りない… 

何にいくら使っているのか 

わからない… 


